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令和２年度 第１回 山梨県教員育成協議会の開催について 
 

 

 

○経緯 

・平成２８年１１月２８日に「教育公務員特例法」の一部が改正され、平成２９年４月１日に施

行された。 

・平成２９年３月３１日に同法第２２条の２に規定する「校長及び教員としての資質の向上に関

する指標の策定に関する指針」を文部科学大臣が定めた。 

・平成２９年５月１５日、教特法の規定に基づき、県教育委員会と大学等が連携して教員育成に

関する協議を行うため、山梨県教員育成協議会を設置した。 

・平成２９年１１月２２日に「やまなし教員等育成指標」を策定・公表 

・平成３０年２月７日に、「やまなし教員等育成指標」に基づく「研修計画」を策定・公表 

・令和元年度は、「育成指標」の活用、「研修計画」に基づく研修の成果と課題、次年度の研修計

画、教員の養成・採用・育成に係る課題等について協議した。 

・令和２年３月に「やまなし教員等育成指標」を一部改訂した。 

 

○令和２年度 第１回山梨県教員育成協議会 

１ 日時：令和２年７月２１日（火）午前１０時～１２時 

２ 場所：県庁防災新館 教育委員会室 

３ 内容 

・令和２年度研修計画・総合教育センターの取組について 

・教員の養成・採用・育成に係る課題等について 

・その他 

  

【参考】 

○協議会設置目的 

 教員の主体的な学びを支える様々な取組を進めるための基盤として、山梨県教育委員会と大学

等が教員育成ビジョンを共有し、養成や研修等の内容を検討・調整し、育成指標を策定する。 

また、指標に基づいた教員の資質の向上に関して、必要な事項を協議する。 


